
 

令和８年度 

第１回愛媛県地域交通活性化南予地区協議会 

次   第 
 

 

令和８年６月８日（月）13：30～16：00 

南予地方局 ７階 第一会議室 

 

【第一部】生活バス関係（13：30～14：30） 

１ 開会あいさつ 

    会長（南予地方局地域産業振興部長） 

 

２ 議 題  

  （１）地域間幹線系統確保維持計画について～令和９年度分～ 

（２）その他 

 

＝＝＝休 憩＝＝＝ 

 

【第二部】離島航路関係（14：45～16：00） 

１ 開会あいさつ 

    会長（南予地方局地域産業振興部長） 

 

２ 議 題  

  （１）離島航路確保維持計画について～令和９年度分～ 

（２）その他 

 

３ 閉会 

 

 

 



機　　関　　名 所　　属 職　　名 氏　　　名 備　考

愛媛県南予地方局 地域産業振興部 部長 雲峰　隆光 会長

四国運輸局愛媛運輸支局 輸送・監査部門 首席運輸企画専門官 山本　悟史 副会長

宇和島市 企画課 課長 福島　康生

八幡浜市 政策推進課 主査 野本　奈甫 代理出席

大洲市 地域振興課 係長 水口　康広 代理出席

西予市 まちづくり推進課 課長 佐藤　陽一郎

内子町 総務課 係長 松浦　直樹 代理出席

伊方町 総合政策課 課長 菊池　暁彦

松野町 ふるさと創生課 課長 友岡　純

鬼北町 企画振興課 主査 堀田　紘史 代理出席

愛南町 総務課 課長 濵　哲也

愛媛県バス協会 専務理事 松本　真一

愛媛県ハイヤー・タクシー協会 専務理事 谷口　政賀津 欠席

伊予鉄バス(株) 自動車部 部長 中川　智之 欠席

伊予鉄南予バス（株） 代表取締役社長 岡田　好功

宇和島自動車(株) 業務部営業課 課長 大内　崇義

公共交通機関利用者 中川　直

公共交通機関利用者 本田　裕明 欠席

【随行者】

宇和島市 企画課 主査 大塚　駿希

西予市 まちづくり推進課 係長 玉岡　佳

西予市 まちづくり推進課 主査 上甲　大和

【事務局】

課長 毛利　教人

主幹 寺川　晃彦

係長 岩本　卓也

主事 守時　璃紗

係長 團　隆司

主任 阿部　広明

主事 亀井　建

愛媛県企画振興部 交通政策室

令和８年度　愛媛県地域交通活性化南予地区協議会

出席者名簿【生活バス関係】

愛媛県南予地方局 地域政策課



日時：令和８年６月８日（月）13：30～

場所：南予地方局７階　第一会議室

○

○ 宇和島市 ○

○ 八幡浜市 ○

公共交通機関利用者 ○ ○ 大洲市 ○

中川委員

宇和島自動車株式会社 ○ ○ 西予市

伊予鉄南予バス株式会社 ○ ○ 内子町

愛媛県バス協会 ○ ○ 伊方町

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和８年度第１回愛媛県地域交通活性化南予地区協議会

配席図【生活バス関係】

事務局 事務局 事務局

傍聴席 随行席 随行席 随行席

傍聴席 傍聴席 傍聴席 傍聴席

出入口

鬼北町 松野町

○

愛南町

○ ○

記
者
席

記
者
席

出入口【会長】
南予地方局

地域産業振興部長

【副会長】
四国運輸局愛媛運輸支局

輸送・監査部門
首席運輸企画専門官



愛媛県地域交通活性化地区協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 地域の実情に応じて、生活バス路線、離島航路並びに地域鉄道等の生活交通の

確保に関する事項を協議するため、愛媛県地域交通活性化推進会議設置要綱第７条の

規定に基づき、各地方局に愛媛県地域交通活性化地区協議会（以下｢地区協議会｣とい

う。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 地区協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項に関し協議を行う。 

（１） 生活交通確保維持改善計画（地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

（平成23年３月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240

号、国海内第149号、国空環第103号。以下「交付要綱」という。）第２条第１項第１

号に規定する計画をいう。）の策定及び事業の評価（同要綱第３条第５項に規定する

評価をいう。）に関すること。 

（２） 交付要綱第７条第１項各号及び第２項各号に掲げる事項に関すること。 

（３） 生活交通改善事業計画（鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱（平成20年４

月１日国鉄施第106号）第32条第１号に規定する計画をいう。）の策定に関すること。 

（４） 具体的な生活交通の確保に関すること。 

（５） その他各地方局管内の生活交通の確保に関すること。 

 

（組織） 

第３条 地区協議会は、別表１に掲げる職にある者を委員として組織する。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 地区協議会に、会長１人、副会長２人を置く。 

２ 会長は、各地方局地域産業振興部長の職にある者を、副会長は、四国運輸局愛媛運

輸支局首席運輸企画専門官（輸送・監査）及び四国運輸局海事振興部離島航路活性化

調整官の職にある者をもって充てる。 

３ 会長は、地区協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（会議等） 

第５条 地区協議会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会長は、必要に応じて、利用者等関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。 

３ 会長は、必要に応じて、第３条に規定する委員の内、別表２に掲げる一分野の委員

のみを招集して、第２条に規定する協議事項を協議することができる。 

４ 会長は、委員の過半数の出席がなければ、地区協議会を開催することができない。

ただし、前項の規定により一分野の委員のみを招集した場合は、招集した委員の過半

数の出席により地区協議会を開催することができる。 

５ 前項の規定により地区協議会を開催する場合であって、会長が必要と認めるときは、

書面によりこれを開催することができる。 

６ 地区協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

７ 別表３の左欄に掲げる協議事項のうち、地区協議会の協議を経て策定した計

画の変更を行う場合であって、当該変更内容が同表の右欄に掲げる内容に該当



するときは、地区協議会での協議を要しないものとする。 

８ 会長は、第２条各号に規定する協議事項の協議の結果について、同条第１号

から第３号までに係るものは愛媛県地域公共交通網再編協議会の会長に、第４

号及び第５号に係るものは愛媛県地域交通活性化推進会議の会長に遅滞なく報

告するものとする。 

 

 （地域公共交通会議） 

第６条 道路運送法の規定に基づき、一又は複数の市町長が設置する地域公共交通会議

については、地区協議会に対し設置の届出を行った場合には地区協議会の分科会とす

る。 

２ 前項の地域公共交通会議において、第２条第２号に規定する協議事項について協議

が調ったときは、その結果を地区協議会の会長に遅滞なく報告するものとする。 

３ 地域公共交通会議の主宰者から前項の報告があったときは、地区協議会において協

議が調ったものとみなす。ただし、複数の地域公共交通会議に関係する場合において、

その結果が一致しないときは、この限りではない。 

 

（庶務） 

第７条 地区協議会の庶務は、各地方局地域産業振興部地域政策課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、地区協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成23年５月19日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成24年５月21日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成27年４月15日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成29年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年10月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表１（第３条関係） 

機  関  名 職   名 備 考 

愛媛県 各地方局地域産業振興部長 会長 

四国運輸局愛媛運輸支局 首席運輸企画専門官（輸送・監査） 副会長 

四国運輸局海事振興部 離島航路活性化調整官  〃 

市町 市町の副市長又は担当課長 （※） 

(一社)愛媛県バス協会 専務理事  

(一社)愛媛県ハイヤー・タクシー

協会 

専務理事  

愛媛県旅客船協会 会長  

交通事業者 各事業者の担当課長 （※） 

公共交通機関利用者 
市町から推薦のあった公共交通機関

利用者 
（※※） 

 （※）各地方局管内の具体的な生活バス路線、航路、鉄道に該当する関係者 

 （※※）２名 

 

別表２（第５条第３項関係） 

分野区分 機 関 名（※） 備 考 

バス 愛媛県 会長 

四国運輸局愛媛運輸支局 副会長 

域内に生活バス路線の存する市町  

(一社)愛媛県バス協会  

(一社)愛媛県ハイヤー・タクシー協会  

生活バス路線を運行する交通事業者  

公共交通機関利用者  

航路 愛媛県 会長 

四国運輸局海事振興部 副会長 

域内に生活航路の存する市町  

愛媛県旅客船協会  

生活航路を運航する交通事業者  

公共交通機関利用者  

鉄道 愛媛県  会長 

四国運輸局愛媛運輸支局 副会長 

域内に鉄道もしくは軌道の存する市町  

鉄道もしくは軌道を運行する交通事業者  

公共交通機関利用者  

 （※）各機関の委員の職名は、別表１で定める。 

 



別表３（第５条第７項関係） 

協議事項 変 更 内 容 

第２条第１号 １ 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の

種類又は連続最大出力の変更 

 ２ 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自

動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更（それぞれの変更

後の数値が、提出した運航計画（当該運航計画について変更認

可を受けた場合にあっては、変更後の運航計画のうち最近のも

の。以下同じ。）に記載されたものよりも10パーセント以上増加

し、又は減少することとなる場合の変更を除く。） 

 ３ 提出した運航計画に記載された発着時刻の10分以下の変更 

 ４ 事業内容の変更に際し、内定額の変更を生じない場合 

 ５ 事業内容の変更に際し、離島航路に係る確保維持改善計画の

記載事項に変更を生じない場合 

第２条第２号 １～４のいずれにも該当するとき。 

 １ 各補助対象系統の１日当たり計画運行回数の10パーセント以

内又は１回以内の増減 

 ２ 各補助対象系統の計画運行日数の10％以内の増減 

 ３ 各補助対象系統のキロ程（デマンド型にあっては、サービス

提供時間）の10パーセント以内の増減 

 ４ 地域間幹線系統補助対象事業者に係る計画額の総額の10パー

セント以内の増減 

第２条第３号 １ 流用先の費用の当初計画額の30パーセント以内の増額又は１

千万円以内の増額 

 ２ １千万円以下の工事件名の追加 

 



機関名 所属 職名 氏名 部門 備考

愛媛県南予地方局 地域産業振興部 部長 雲峰　隆光 バス・航路 会長

四国運輸局愛媛運輸支局 輸送・監査部門 首席運輸企画専門官 山本　悟史 バス 副会長

四国運輸局 海事振興部 離島航路活性化調整官 福島 史晃 航路 副会長

宇和島市 企画課 課長 福島　康生 バス・航路

八幡浜市 政策推進課 課長 鎌田　恭廣 バス・航路

地域振興課 課長 三好　治 バス

長浜支所 支所長 井上　朋昭 航路

西予市 まちづくり推進課 課長 佐藤　陽一郎 バス

内子町 総務課 課長 上山　淳一 バス

伊方町 総合政策課 課長 菊池　暁彦 バス

松野町 ふるさと創生課 課長 友岡　純 バス

鬼北町 企画振興課 課長 佐々木　健次 バス

愛南町 総務課 課長 濵　哲也 バス

愛媛県バス協会 専務理事 松本　真一 バス

愛媛県ハイヤー・タクシー協会 専務理事 谷口　政賀津 バス

伊予鉄バス(株) 自動車部 部長 中川　智之 バス

伊予鉄南予バス（株） 代表取締役 岡田　好功 バス

宇和島自動車(株) 業務部営業課 課長 大内　崇義 バス

愛媛県旅客船協会 会長 清水　一郎 航路

青島海運（有） 所長 井上　朋昭 航路

田中輸送（有） 代表取締役 和田　雅子 航路

盛運汽船(株) 代表取締役 山本　照子 航路

公共交通機関利用者 中川　直 バス・航路

公共交通機関利用者 本田　裕明 バス・航路

令和８年度　愛媛県地域交通活性化南予地区協議会　委員名簿

大洲市



  傍 聴 要 領   

 

愛媛県地域交通活性化地区協議会 

 

１ 受付手続 

  受付は、会場前で、会議開始予定時刻の 30分前に開始します。 

  傍聴人は、会議開始予定時刻の５分前までに、受付で、氏名、住所等特定

の事項を記入の上、事務局職員の指示に従って会場にご入室ください。 

  なお、受付は、会議開始時刻をもって終了しますので、ご注意ください。 

 

２ 遵守・留意事項 

  傍聴人は、会場等において、次に掲げる事項を遵守・留意してください。 

 （１）静粛にすること。 

（２）みだりに出入りしないこと。 

（３）会議における言論等に対し、威圧的行為をし、或いは拍手その他の方

法により公然と賛否を表明する等、委員の自由な討論に影響を与え

るおそれのある行為をしないこと。 

（４）喫煙及び飲食をしないこと。（水分補給のための水・お茶は除く） 

（５）録音或いは写真、ビデオ等の撮影をしないこと。ただし、許可を得た

場合はこの限りでない。 

（６）携帯電話等を使用しないこと。 

（７）その他会場内の秩序を乱し、或いは会議の進行等に支障となる行為を

しないこと。 

 

３ 会場内の秩序維持 

 （１）傍聴人は、会長及び事務局職員の指示に従ってください。 

 （２）２の規定に違反した傍聴人は、注意を受け、なおこれに従わないとき 

は退場していただく場合があります。 


